
三郷市建設工事請負等競争入札参加者心得 

 

 

 （趣旨） 

第１条 市が発注する建設工事又は製造の請負、物品の購入、業務の委託等に係る競争入

札に参加しようとする者が守らなければならない事項は別に定めるもののほか、この心

得に定めるものとする。 

 （法令等の遵守） 

第２条 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）、同

法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）、三郷市契約規則（昭和４

０年規則第６号。以下「規則」という。）その他関係法令及び三郷市建設工事等電子入札

運用基準（以下「運用基準」という。）並びにこの心得を遵守しなければならない。 

２ 入札参加者は、契約約款、図面、設計書、仕様書（現場説明書及び現場説明に対する

質疑回答書を含む。以下これらの図面、設計書及び仕様書を「設計図書」という。）、三

郷市建設工事請負等競争入札参加者心得、入札公告、指名通知及び入札説明書の記載事

項並びに現場を熟知のうえ、入札しなければならない。 

 （公正な入札の確保） 

第３条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法 

律第５４号。以下「独占禁止法」という。）、刑法（明治４０年法律第４５号）及び電子

署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）その他関係法令に抵触す

る行為を行ってはならない。 

２ 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札価格についていかなる相談 

も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 

３ 入札参加者は、指名の状況、入札参加意思その他適正な入札の執行に支障を及ぼすお

それのある情報について、入札前に情報交換してはならない。 

４ 入札参加者は、落札者の決定前に他の入札参加者に対して入札価格又は内訳書の内容

を開示してはならない。 

５ 入札参加者は、入札手続に際し、三郷市の指示に従い円滑な入札執行に協力し、入札

執行を妨げたり他の入札参加者の入札手続を妨害するようなことを行ってはならない。 

 （指名の取消等） 

第４条 指名競争入札の参加者の指名を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すること

となった場合は、直ちにその旨を申し出なければならない。 

(1)  政令第１６７条の１１第１項において準用する同令１６７条の４第１項の規定

に該当するものとなったとき。 

(2)  死亡（法人においては解散）したとき。 

(3)  営業停止命令を受けたとき。 



(4)  営業の休止又は廃止をしたとき。 

(5)  金融機関に取引を停止されたとき。 

２ 前項各号に該当した者に対して行った入札参加の指名は、これを取り消す。 

３ 指名競争入札の参加者の指名を受けた者が、政令第１６７条の４第２項各号の規定に

該当するとき、又は、これに該当する者を代理人、支配人、その他の使用人若しくは、

入札代理人として使用した場合は、その指名を取り消す。 

４ 入札参加者が、当該入札が執行されるまでの間に、次の各号のいずれかに該当するこ

ととなった場合には、直ちにその旨を申し出なければならない。 

(1)  代表役員等、一般役員等又は使用人が、談合、贈賄等の不正行為により逮捕又は

公訴の提起をされたとき。 

(2)  業務に関し、独占禁止法の規定による排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた

とき。 

(3)  三郷市内で工事事故を起こしたとき。 

５ 指名競争入札の参加者の指名を受けた者が、三郷市の契約に係る入札参加停止等の措

置要綱（平成７年告示第２４号）に基づき入札参加停止を受けた場合及び三郷市建設工

事等暴力団排除措置要綱（平成８年告示第１３５号）第３条に基づく入札参加除外の措

置を受けた場合は、その指名を取り消す。 

 （一般競争入札の参加資格） 

第５条 一般競争入札に参加する者に必要な資格（以下「参加資格」という。）は、次の各

号に定めるものとする。 

(1)  政令１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(2)  政令１６７条の４第２項の規定により、三郷市の一般競争入札に参加させない

こととされた者でないこと。 

(3)  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがな

されている者又は民事再生法（平成１１年法律２２５号）に基づき再生手続開始

の申立てがなされている者については、更生手続又は再生手続開始の決定がされ

ている者。ただし、開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受け

た後、入札参加資格の再審査を受けていることを要する場合がある。 

(4)  建設工事等入札参加資格者名簿に、対象工事に対応する業種で登載されている

者であること。 

(5)  公告日から落札決定までの期間に、三郷市の契約に係る入札参加停止等の措置

要綱に基づく入札参加停止措置及び三郷市建設工事等暴力団排除措置要綱第３条

に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 

 （入札） 

第６条 入札は、入札公告、指名通知及び入札説明書（以下「入札公告等」という。）で指

示した日時及び方法に従い、原則埼玉県電子入札共同システムによる入札（以下「電子



入札」という。）により行う。電子入札にあっては、開札時において入札書が未到達の場

合は辞退したものと扱う。また、書面により入札書を提出する入札（以下「紙入札」と

いう。）にあっては、指示された時間に遅刻した者の入札参加は認めない。 

２ 入札参加者は、設計図書に疑義があるときは、入札公告等の定めるところにより質問

することができる。 

３ 電子入札により行われる入札において、やむを得ず書面による入札書の提出を希望す

る場合は、運用基準に基づき、事前に紙入札方式参加申請書を提出し、承認を得なけれ

ばならない。 

４ 入札参加者は、紙入札にあっては、入札書に必要事項を記載し、記名押印のうえ、こ

れを封書にして提出しなければならない。 

５ 入札は、入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額により行わなけ

ればならない。ただし、入札公告等において単価によるべきことなど別に指示されたと

きは、その指示による。 

６ 紙入札を行う場合、入札参加者が、代理人をして入札させようとするときは、代理人

にその委任状を提出させなければならない。 

７ 入札公告等で指示がある場合を除き、入札に参加する者の数が１人以下であるときは、

入札を執行しないものとする。 

８ 入札参加者は、入札公告等により、入札金額見積内訳書及び総合評価方式に係る技術

資料の提出を求められたときは、入札公告等又は入札執行者の指示に従い提出しなければ

ならない。 

 （入札の辞退） 

第７条 入札参加者は、入札書提出前に限り、入札の参加を辞退することができる。ただ

し、電子入札の場合でやむを得ない事由が生じたときは、運用基準に基づき、開札前ま

で辞退することができる。 

２ 入札参加者は、入札を辞退するときは、運用基準に基づき、辞退を申し出るものとす

る。ただし、紙入札にあっては、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 

(1)  入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参して行う。 

(2)  入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行者

に直接提出して行う。 

３ 入札参加者は、前項により辞退の申し出をした後は、その申し出について撤回するこ

とはできない。 

４ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受け

るものではない。 

（入札書の書換え等の禁止） 

第８条 入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回することはできな

い。 



 （入札の取りやめ等） 

第９条 入札参加者が第２条又は第３条に抵触する疑いがあるなど、入札を公正に執行す

ることができないと認められるときは、必要な調査を行ったうえで、当該入札参加者を

入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは入札を取りやめることがある。 

２ 入札参加者は、前項の規定により入札執行者が行う調査に協力しなければならない。 

３ 天災、地変その他やむを得ない事由により入札の執行が困難なときは、その執行を延

期し、又は取りやめることがある。 

 （開札） 

第１０条 開札は、電子入札システムにおいて行う。ただし、紙入札にあっては、入札終

了後直ちに当該入札場所において、入札参加者を立ち会わせて行う。 

 （入札の無効） 

第１１条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(1)  入札に参加する資格のない者がした入札 

(2)  所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が所

定の率による額に達しない者がした入札 

(3)  電子証明書を不正に使用した者がした入札 

(4)  郵便、電報、電話又はファクシミリにより提出した者がした入札 

(5)  不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札 

(6)  談合その他不正行為があったと認められる入札 

(7)  入札書提出後に入札参加資格の確認を行う場合において、入札公告等又は入札執

行者の指示による書類を提出しない者がした入札 

(8)  虚偽の一般競争入札参加資格確認書類等を提出した者がした入札 

(9)  入札後に辞退を申し出て、その申し出を入札執行者に受理された者がした入札 

(10)  紙入札による場合で、次のいずれかに該当する入札をした者がした入札 

ア 入札者の押印のないもの 

  イ 入札金額を訂正したもの 

    ウ 記載事項（入札金額を除く。）を訂正した場合においては、その箇所に押印の

ないもの 

エ 押印された印影が明らかでないもの 

    オ 記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの 

    カ 代理人で委任状を提出しない者がしたもの 

    キ ２以上の入札書を提出した者がしたもの、又は２以上の者の代理をした者がし

たもの 

(11)  前各号に定めるもののほか、指定した事項に反した者がした入札 

 （落札者の決定） 

第１２条 落札者は、予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」とい



う。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者（最低制限価格を設けた場合に

あっては、入札書比較価格の範囲内で、最低制限価格の１１０分の１００以上の価格を

もって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者）とする。ただし、一般競争

入札の事後審査型による入札の場合は、入札価格の低い順に実施する参加資格審査によ

る参加資格を満たす者を落札者とする。 

２ 総合評価方式を適用した場合は、前項の規定にかかわらず入札書比較価格の制限の範

囲内の価格をもって入札した者のうち、評価値又は総合評価点（以下「評価値等」とい

う。）の最も高い者を落札者とする。ただし、一般競争入札の事後審査型による入札の場

合は、評価値等の高い順に実施する参加資格審査による参加資格を満たす者を落札者と

する。 

３ 落札者の決定がなされたときは、電子入札システムで通知する。ただし、紙入札によ

る場合は、その場で当該入札者に、その旨を発表する。 

 （くじによる落札者の決定） 

第１３条 落札とすべき同額の入札をした者が、２者以上いるとき（総合評価方式を適用

した場合には、評価値等が最も高い者が２者以上あるとき）は、電子入札システムの電

子くじにより、落札者を決定する。ただし、紙入札の場合は、直ちに当該入札者にくじ

を引かせ落札者を決定する。この場合、当該入札者はくじを辞退することはできない。 

２ 前項の場合において、紙入札にあっては、当該入札者のうち、くじを引かない者があ

るときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 

 （再度入札） 

第１４条 初度の入札において落札者がないときは、再度入札を行う。 

２ 再度入札の回数は、原則として１回までとする。 

３ 再度入札に参加することができる者は、初度の入札に参加した者とする。ただし、初

度の入札において無効の入札を行った者及び最低制限価格を設けた場合において最低制

限価格の１１０分の１００未満の入札をした者は、再度入札に参加することができない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、再度入札に参加することができる者がいないときは、こ

れを行わない。 

 （不調時の取扱い） 

第１５条 再度入札によってもなお落札者がないときは、再度入札に参加した者の中から

契約の相手方を選定し、電子入札システムの随意契約の方法により契約を締結すること

がある。 

２ 再度入札において無効の入札を行った者は、前項の規定による随意契約の相手方とな

ることができない。 

３ 紙入札の場合で再度入札において、第１項の規定により随意契約の方法による契約の

締結を行うときは、再度入札の開札結果の発表に引き続き当該入札場所において直ちに、

契約の相手方となることを希望する者のうち入札価格の低い者から順に２者選び見積書



を提出させ、見積額が入札書比較価格の範囲内で適当と認められたときは、当該見積り

をした者を契約の相手方とする。 

 （契約書等の提出） 

第１６条 落札者は、第１２条の落札決定の日から起算して６日以内（市の休日を除く。

ただし、市が別に期限を指定した場合はその日まで）に建設工事請負契約書（案）（業務

委託の場合は、業務委託契約書（案）。以下「契約書（案）」という。）に記名押印のうえ、

契約約款、設計図書及びその他契約に必要な書類を添付して、提出しなければならない。 

２ 落札者が、前項の期間内に契約の締結に応じないときは、落札の決定はその効力を失

う。 

３ 落札決定後、契約締結前までに落札者が次の各号のいずれかに該当することとなった

ときは、契約を締結しないことがある。 

(1)  落札者が、政令第１６７条の４の規定に該当するとき（被補助人、被保佐人又は

未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。） 

(2)  落札者が競争入札に参加する資格又は入札公告で示した資格を有しなくなった

とき 

(3)  落札者が三郷市から入札参加停止措置を受けたとき 

(4)  落札者が三郷市建設工事等暴力団排除措置要綱第３条に基づく入札参加除外の

措置を受けたとき 

 （契約の確定） 

第１７条 契約は、市長と、契約の相手方が契約書に記名押印したときに確定する。 

 （市議会の議決を要する契約） 

第１８条 建設工事の請負契約であって、議会の議決に付さなければならない契約につい

ては、市議会の議決後に本契約を締結する。この場合においては、市議会の議決を得た

後に、本契約を締結することを明記した建設工事請負仮契約書を取りかわすものとする。 

 （異議の申立） 

第１９条 入札参加者は、入札後、この心得、契約書（案）、設計図書及び現場等について

の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 

 （その他） 

第２０条 提出された入札金額見積内訳書は、入札関係書類として保管し、情報を開示す

ることがある。また、談合情報等があった場合、公正取引委員会及び警察へ資料提供す

る。 

２ 建設工事の入札参加者は、当該入札に係る契約（第１５条第３項により契約を締結す

る場合も含む。）を締結しようとする日の１年７か月前の日の直後の審査基準日に係る経

営事項審査（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１項の規定によ

る経営に関する客観的事項についての審査をいう。）を受けていなければならない。 

 



   附 則 

１ この心得は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 建設工事請負等指名競争入札参加者心得（平成１５年４月制定）は、廃止する。 

３ 前二項の規定にかかわらず、平成２１年３月３１日までに公告又は指名通知等を発し

たものについては、なお従前の例による。 

４ この心得は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

この心得は令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

この心得は令和６年４月１日から施行する。 

 

 


